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平成２９年度第２回流山市国民健康保険運営協議会会議録  

 

１  日  時  平成２９年８月１７日（木）午後２時～午後３時３０分  

２  場  所  流山市役所第１庁舎４階  第１・２委員会室  

３  招集日  平成２９年７月１１日  

４  出席委員   

   金森  弘行、渡辺  政子、宮嶋  佐和子、中村  悦子  

中久木  典子、稲田  衣子、秋元  篤司、鈴木  孝夫  

平井  賢俊、木川  稔  

５  欠席委員  

   横田  勝正、椎名  和彦、前田  良助  

６  事務局  

   湯浅市民生活部長、今野市民生活部次長兼国保年金課長   

鈴木国保年金課長補佐、吉野国保年金課長補佐  

佐藤国保賦課給付係長、宮澤国保収納係長  

７  傍聴者    

   なし  

８  議題  

（１）平成２８年度流山市国民健康保険特別会計決算について  

（２）平成２８年度国民健康保険料滞納者分析について  

（３）その他  

   国民健康保険の広域化について  

９  配付資料  

（１）流山市国民健康保険特別会計平成２８年度決算資料  

（２）平成２８年度国民健康保険料滞納者分析  

（３）千葉県国民健康保険運営方針（骨子素案）  

10 会議時間     開会  午後２時００分  

         閉会  午後３時３０分  
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議事内容  

（事務局）  

本日はお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

開会前に配布資料の確認をさせていただきます。  

 

（配布資料の確認）  

      

 次に、事務局からお願いを申し上げます。会議録の作成上、発言の

前にはマイクを使用し、委員名を述べてから発言をお願いいたします。 

それでは、只今から平成２９年度第２回国民健康保険運営協議会を

開会いたします。  

 開会にあたりまして、会長よりご挨拶をお願いいたします。  

 

（会長）  

委員の皆様方には、公私共にご多忙の中、お集まりいただきまして

厚くお礼申し上げます。  

本日は、平成２８年度流山市国民健康保険特別会計決算等について、

審議して参ります。  

忌憚のない意見をお願いします。  

 

（事務局）  

続きまして、湯浅市民生活部長よりご挨拶申し上げます。  

 

    （市民生活部長）  

本日は、委員の皆様におかれましては、お忙しい中、平成２９年度

第２回の運営協議会にお集まりいただきまして誠にありがとうござい

ます。  

９月議会が、８月３１日から開会になりますが、本日は、議会に先

立ちまして、平成２８年度流山市国民健康保険特別会計決算について、

ご審議いただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 また、平成３０年度からの県単位化開始に向けて、現在、千葉県で

作成しています千葉県国民健康保険運営方針、骨子素案について、ご

説明させていただきます。  

なお、委員の皆様におかれましては、平成２９年９月末をもちまし

て任期が終了しますことから、本日が最後の協議会という事になりま
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す。  

皆様には、本市国民健康保険の事業運営に対し、貴重なご意見やご

提案を頂戴しましたことに厚く御礼申し上げます。  

大変お世話になりましてありがとうございました。  

今後におきましても、本市国民健康保険の事業運営にご理解とご協

力をお願いいたしまして、ご挨拶とさせていただきます。  

 

（事務局）  

協議会の議長は、流山市国民健康保険規則第６条の規定により、会

長となっております。秋元会長、よろしくお願いいたします。  

 

（議長）  

それでは、これより議事に入ります。  

只今の出席委員は、１０名でございます。流山市国民健康保険規則

第８条の規定により、委員の半数以上の出席であるため、会議は成立

していることをご報告いたします。  

では、議題１の「平成２８年度流山市国民健康保険特別会計決算」

について事務局の説明を求めます。  

 

（事務局）  

 平成２８年度流山市国民健康保険特別会計決算について、資料をご

覧いただきながら、ご説明申し上げます。長くなりますので着席させ

ていただきます。  

 資料１平成２８年度決算資料の１ページ、決算案の概要をご覧くだ

さい。  

１総括ですが、歳入は、１８４億８，２４３万６，５６４円、歳出

は、１８１億１，８７９万２，５５２円、その結果、実質収支は、３

億６，３６４万４，０１２円となりました。  

このうち、２千万円は、国保の財政調整積立基金に繰入れました。  

２の（１）国民健康保険被保険者の加入の状況ですが、平成２８年

度末、国保世帯数２３，４８４世帯で加入率３１．４％、加入者数は、

３７，８４７人で加入率２０．８％、１世帯当たり１．６４人となっ

ています。（２）の被保者の内訳ですが、総数は年度末前年度比で２，

４９４人の減となっております。  

なお、このうち外国人の加入状況ですが、９ページをご覧ください。
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平成２８年度の被保険者数は、一番下の合計欄、右スミをご覧くださ

い。６９人増の８９７人となっております。  

また、関連で、４ページをご覧ください。  

年間平均被保険者動向についてですが、平成２８年度総世帯数２４，

１５３世帯、被保険者総数３９，５８３人となり、世帯数で前年比４

１７世帯の減、被保険者数で前年比１，５８６人の減となっておりま

す。被保険者数減少の主な原因は、少子高齢化に伴う若年層の減少や

後期高齢者医療制度への加入者の移行、また、年金支給開始年齢の引

き上げに伴う継続雇用の延長、更には昨年１０月からの短時間労働者

に対する被用者保険の適用拡大が主なものです。減少の状況は平成２

４年度から続いています。  

 １ページに戻ります。  

３の（１）歳入についてですが、予算現額１８６億９，２４７万８，

０００円に対し、収入済額１８４億８，２４３万６，５６４円で対予

算収入割合は、９８．８８％となっています。  

（２）の収入済額等をご覧ください。国民健康保険料収入済額３９

億３，８３７万７，０９８円、その内訳については、右側のページ（３）

国民健康保険料収納率等に記載しております。現年賦課分の収入割合

が、９１．８０％、前年度と比較して０．０６％の増となりました。

２ページ目の上段の国保料の計、表の右から３列目、Ｈ２７・Ｈ２８

決算増減額をご覧ください。総額は昨年度比で２，１３８万２，８６

３円増額となっていますが、平成２８年度は保険料を改定しています

ので、当初見込んでいた額より低い伸び率になっています。これは被

保険者数の減少によるものです。  

１ページ、３（２）に戻りまして、国庫支出金収入済額３２億２，

８７１万９，１８８円につきましては、２ページをお開きください。  

上から３段目、国庫支出金の欄、平成２８年度決算額をご覧ください。

内訳としては、療養給付費等負担金２６億９，９５３万６，１９３円

が主なものであり、国の負担率は３２％です。  

国庫支出金としては、その他として高額医療費共同事業負担金や特

定健康診査等負担金があり、各事業の経費について国から一定の割合

で負担金が交付されます。  

１ページ３（２）に戻りまして、次の療養給付費交付金収入済額３

億４，２９５万９，８９４円は、退職被保険者に係る保険者負担分の

医療費の一部を社会保険診療報酬支払基金から交付を受けるものです。
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退職被保険者とは、６５歳未満の年金受給権を有する高齢退職者のこ

とで、一般被保険者との国保の費用負担のバランスを考慮し、被用者

保険の社会保険診療報酬支払基金から交付金が支出されています。  

なお、退職被保険者の減少により交付額は毎年減額しており、また

この制度は平成２７年度から段階的に廃止になっています。  

次の前期高齢者交付金収入済額４９億９，４８０万１，０５６円は、

６５歳以上７４歳以下の被保険者の割合に応じ、各保険者が社会保険

診療報酬支払基金に拠出したものを原資に、当該支払基金から交付を

受けるものです。国保の場合は、前期高齢者の割合が高いため、拠出

金は少なく、交付金が多くなっています。  

次の県支出金収入済額８億３，５３１万７，９９５円は、市町村間

の財政力の調整のため交付される県財政調整交付金７億３０万４，０

００円が主なものであり、その内訳は、普通調整交付金４億８，６９

２万３，０００円と特別調整交付金２億１，３３８万１，０００円か

らなっています。その他として高額医療費共同事業負担金や特定健康

診査等負担金があり、各事業の経費について県から一定の割合で負担

金が交付されます。  

 共同事業交付金は、千葉県国民健康保険団体連合会が実施している

もので、千葉県内の各保険者が共同で支出した拠出金を原資として、

高額医療費等の財政負担を共同で賄い、負担リスクを回避すると共に、

負担の平準化を図る再保険制度です。  

繰入金収入済額１２億６，４４７万５４８円につきましては、市の

一般会計からの負担分で、詳細につきましては、２ページ下段の繰入

金の欄をご覧ください。国・県負担金である保険基盤安定繰入金軽減

分・支援分、職員給与費等繰入金、出産育児繰入金及び財政安定化支

援事業繰入金からなる、法定内繰入金の計８億７，９５５万７，５４

８円と療養給付等の増大に対応する、いわゆる赤字補てん等になるそ

の他一般会計繰入金である、法定外繰入金の計３億８，４９１万３，

０００円からなっています。平成２８年度の法定外繰入金は、前年度

比で２，７５３万８，０００円減額となりしたが、依然として高い状

況が続いています。  

 １ページに戻りまして、右側、４の歳出をご覧ください。  

（１）決算状況ですが、平成２８年度予算現額が１８６億９，２４７

万８，０００円に対し、支出済額１８１億１，８７９万２，５５２円

で執行率９６．９３％です。  
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（２）支出済額等ですが、総務費は、事務執行上の事務経費及び職

員人件費になります。  

次に、保険給付費は、前年度比５，０５３万３，２８４円増の１１

０億２，８２６万２，６４３円となりました。保険給付費の詳細につ

きましては、下の（３）保険給付費（対前年度比）に記載しておりま

すが、高額療養費の合計金額が、前年度に比べ１億３１万２，２４０

円増加しており、高齢化と医療の高度化が、保険給付費全体の増加要

因となっています。  

（２）に戻りますが、後期高齢者支援金は、７５歳以上の後期高齢

者医療制度を全ての保険者が支えるために拠出するもので、被保険者

数及び負担額単価により算定され、２１億８，３４９万７，６１３円

となりました。更に当該支援金は当該年度の支払いと２年前の支援金

の精算からなっており、結果的に前年度より８，０９１万５，３６８

円減となりました。  

 二つ飛ばして、介護納付金は、介護保険制度の財源とするために、

各保険者が納付するもので、４０歳以上の介護保険第２号被保険者数

及び負担額単価により算定され、７億６，２７７万３，２３８円とな

りましたが、前年度比４，３６８万９，６５７円減額しています。こ

ちらも後期高齢者支援金と同様で２年前の精算が影響し減額となりま

した。  

 共同事業拠出金は、千葉県国民健康保険団体連合会が行う共同事業

であり、高額な医療費等の保険者負担を緩和するため共同事業として、

県内市町村国保が拠出する再保険制度です。支出額３６億６，０１８

万５９１円の内訳は、高額医療費共同事業拠出金４億７５４万６，７

１１円と保険財政共同安定化事業拠出金３２億５，２６３万３，８８

０円になります。  

保健事業費１億６，８５４万３７７円につきましては、１１，７４

３人分の特定健診と２８６件分の特定保健指導の委託料１億８５３万

８５２円と、国保人間ドック・脳ドック助成事業でその件数は、人間

ドック１，２７９件、脳ドック２９９件、人間ドック＋（プラス）脳

検査２６５件分の助成費４，７４０万円が主なものであり、その他、

はり・きゅう・あんま等施設利用助成、食生活指導業務委託、ジェネ

リック等の医療費通知事業を行っています。  

 ２つ下の諸支出金６，３７３万４，１２４円につきましては、前年

度療養給付費等負担金の精算に伴う償還金４，００３万６，８２４円
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が主なものであり、その他、所得更正または転出等により生じた保険

料の還付金があります。  

 以上、平成２７年度決算比較で、１億５，１９８万２，６２７円減

の１８１億１，８７９万２，５５２円となりました。なお、詳細な明

細につきましては、３ページに記載しております。  

 平成２８年度決算の特徴として、歳出においては、被保険者数の減

少にも関わらず高額療養費等の保険給付費が当初予算の見込みを上回

ったことから増額となりました。歳入においては、被保険者の減少に

より保険料の収入済額が当初見込より減額となりました。その結果、

歳入不足を一般会計繰入金で賄うということになりました。  

 続きまして、５ページ以降に添付しております関連資料について説

明いたします。  

平成２７年以降の５月現在の年齢階層別被保険者数のデータですが、

６９歳以下、全ての階層別で減少しています。これにつきましては、

先ほど、決算の概要の国民健康保険加入状況で説明しましたが、年金

支給開始年齢の引き上げに伴う継続雇用の延長や昨年１０月からの短

時間労働者に対する被用者保険拡大の適用などが原因になります。こ

のことから、今後においても就労世代の加入率は、減少していくこと

が予測されますので、更に国保財政は厳しくなることが考えられます。 

 ６ページをご覧ください。一人当たりの調定額、つまり平均保険料

に相当しますが、平成２８年度は、保険料率などを改定していること

から、医療と支援分と介護分の合計では、１０万３３０円となり、平

成２７年度と比較しますと５，３０３円の増額になります。  

７ページの近隣市保険料の比較をご覧ください。平成２８年度にお

ける保険料率などを近隣６市と比較しますと、当市は、応益割は一番

低く、応能割は野田市、松戸市に次いで３番目に高い率を設定してい

ます。また、１人当たりの調定額につきまして松戸市、野田市と比べ

ますと松戸市よりは高く、野田市とは同程度なっています。当市の応

能・応益割は両市より低い設定になっていますが、調定額が同等又は

高くなっていることは、当市の被保険者の所得水準が高いものと考え

られます。  

 ８ページの一人当たりの医療費の状況をご覧ください。平成２８年

度療養諸費費用額は、被保険者数の減少や薬価改定により、総計の合

計１３２億６４０万６，０００円で、１０数年ぶりに前年度より減額

になりましたが、一人当りは３３万３，６３８円となり増加していま
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す。また、医療給付額、保険者負担分は、１０９億１，８５９万５，

７２８円で、一人当り２７万５，８４１となり前年度より増額になっ

ています。これにつきましては、高齢化と医療の高度化などにより高

額療養費が増加したことが主な原因になります。  

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（議長）  

只今、平成２８年度流山市国民健康保険特別会計決算について、事

務局から説明がありましたが、ご質問等がありましたらお願いします。 

委員どうぞ。  

 

（委員）  

 平成２８年度に保険料率などを引上げる改定をしましたが、もし改

定していなければ、一般会計からのその他繰入額はどの程度増額にな

ったのでしょうか。  

 

（事務局）  

 具体的な数字は試算をしなければ出ませんが、改定の際に見込んで

いた収納額は、約１億円の増を見込んでいました。しかし、被保険者

の減少により、見込んでいたとおりの収入がありませんでしたので、

料率などの引上げがなければ、その他繰入の額は増加したと考えてい

ます。  

 

（議長）  

 他に何かありませんか  

 委員どうぞ。  

 

（委員）  

 資料１、７ページの近隣市保険料の比較で、応能割についてですが、

野田市及び県内の数市町村は、資産割を採用していますが、これは稀

なケースだと思うのですが、何故、採用しているのでしょうか。  

 

（事務局）  

 保険料の賦課方式として２方式、３方式、４方式とあります。２方

式は、介護保険料や後期高齢者医療制度で採用しており、所得金額に



                  9 

料率を乗じて賦課される所得割と加入者個人に賦課される均等割にな

ります。３方式は、流山市が採用していますが、２方式に、国保に加

入している１世帯ごとに賦課される平等割が加わります。４方式は、

３方式に資産割が加わります。４方式を採用するのは、保険料収入を

確保するためと思っています。昔の話になりますが、収入が少なく所

得割だけでは保険料を確保できないので、土地などの資産を所有して

いる裕福な方に保険料の負担を求めたと聞いたことがあります。その

名残が今日まで続いていると思います。  

 

（議長）  

 委員どうぞ。  

 

（委員）  

 収納率についてですが、現年９１．８０％、繰越３８．２１％、合

算８３．１３％と昨年度より伸びていますが、千葉県内における順位

は何番目でしょうか。  

また、収入未済額についてですが、７億５，９１３万円と大きくあ

るわけですが、どのように分析されているのでしょうか。  

 

（事務局）  

 千葉県３７市中における順位ですが、速報値で、現年が７位、繰越

が１位、合算が１位になります。  

 収入未済額につきましては、財産調査など積極的に行い、納付資力

があるのに納付しない者については強制徴収を執行し、また、納付資

力がないと判断できる者については執行停止処分し、不納欠損により

落としていきます。不納欠損額については毎年減少しています。  

 今後も滞納整理を適切に行い収納未済額の減少に努めて行きます。  

 

（議長）  

 他にありますでしょうか。  

 ご質問がなければ、平成２８年度流山市国民健康保険特別会計決算

につきましては、終了させていただきます。  

次に、議題２の平成２８年度国民健康保険料滞納者分析ついて、事

務局から説明をお願いします。  
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（事務局）  

 平成２８年度国民健康保険料滞納者分析についてですが、お配りし

た資料２によりご説明申し上げます。失礼して着席させていただきま

す。  

 １ページをご覧ください。所得段階別収納率ですが、グラフにある

ように、所得の低い階層の収納率が低く、所得が高くなるほど収納率

は高くなっています。一般的な傾向と言えますが、対応策として低所

得者への保険料軽減策などを実施しています。関連で、５ページをご

覧ください。年齢別の収納率についてですが、若年層の収納率が低く

なっております。  

これらのデータにより、納付意識が低いと思われる低所得者層、若

年齢層をターゲットに、納付相談会や滞納処分等で接触の機会をつく

るなどの工夫をし、納付への理解を求めて行く必要があると考えてお

ります。  

 ２ページに戻ります。職業別の収納率ですが、ここでは、未申告者

の収納率が低くなっておりますが、市民税申告することで保険料の軽

減が適用される場合があり、納付が容易になるケースも多いと考えら

れますので、申告の勧奨に努めて、未申告者を減らして行くことが必

要と考えております。  

 ３ページをご覧ください。収納指導員地区別収納率ですが、当市を

８つの地域に分けて、収納指導員が臨戸訪問し、保険料の収納をして

いるところですが、地区分けにつきましては、次ページに記載してお

ります。  

 ６地区と８地区、字名にしますと南流山と向小金地区が低くなって

おりますが、アパートやワンルームマンションが多い地区で比較的若

年層が多いことから、収納率が低いものと考えられます。  

 ９ページをご覧ください。総括となりますが、これまで申し上げた

滞納者の分析を生かし、若年層、低所得者をターゲットにし、今後の

収納対策上の重点対象者・対応策として、ページの最後に掲載してい

ます。  

 口座振替の勧奨につきましては、新規加入者への口座振替の原則化

を平成２８年１１月１日から規則化し実施しています。また、平成２

９年度からは、コンビニ納付に加え、インターネットを利用したクレ

ジットカードによる納付を開始しました。更にきめ細やかな納付相談、
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訪問指導、未申告者対策の徹底等を講じ収納率の向上を目指したいと

考えております。  

 以上で説明を終わります。  

 

（議長）  

只今、平成２８年度国民健康保険料滞納者分析について、説明があ

りましたが、質問等ございましたらお願いいたします。  

 

（委員）  

 資料２、９ページの収納対策上の重点対象者・対応策における口座

振替の原則についてですが、始まったばかりですが効果はありました

でしょうか。  

 

（事務局）  

 口座振替加入率で比較しますと、平成２７年度末が、全世帯数２４，

３３０件に対して加入世帯数は９，４９７世帯で加入率は３９．０３％、

平成２８年度末が、全世帯数２３、４８４件に対して加入世帯数は９，

３６４件で加入率は３９．８７％になります。加入件数は減少してい

ますが加入率は増加しています。  

 

（議長）  

 私から質問します。  

 国保加入手続きの際には口座振替を推進していると思いますが、反

応はどうでしょうか。  

 

（事務局）   

昨年から口座振替を規則に定めて、口座振替を強化しています。本

庁、出張所の窓口において、特に新規加入者に対しましては、パンフ

レットなどを渡してお願いをしています。ただし、一時的に加入され

る方や年金特徴になる方、様々なケースにより加入しない場合があり

ますが、強制力はありませんので、あくまでもお願いの形を取ってい

ます。  

効果としては、先ほど実績について申し上げましたが、加入率は昨

年度より増加しています。近隣市と比べましても流山市の口座加入率

は高い方です。  
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口座振替は収納率にも影響しますので、今後も加入率を伸ばせるよ

う口座振替の推進を強化していきます。  

 

（議長）  

委員どうぞ。  

 

（委員）  

収納指導員の人数と業務内容について教えて頂けますでしょうか。  

 

（事務局）  

 収納指導員の人数は、現在６名です。主な業務内容は、集金、居所

不明者の実態調査、各種手続に必要な書類の配布・回収などの現場業

務になります。  

 

（議長）  

 委員どうぞ。  

 

（委員）  

 収納方法別の手数料ですが、口座振替、コンビニ収納など収納方法

の違いにより手数料に差はあるのでしょうか。  

 

（事務局）  

 お客様に手数料が掛かる納付方法は、クレジット納付により納付額

が１万円を超えた場合、１万毎に１００円の手数料がかかります。他

の納付方法については、お客様が負担する手数料は発生しません。  

  

  

（議長）  

 他にご質問ありますでしょうか。  

ご質問がなければ、平成２８年度国民健康保険料滞納者分析につき

ましては、終了させていただきます。  

次に、議題３その他、国民健康保険の広域化ついて、千葉県国民健

康保険運営方針（骨子素案）が発表されていますので、事務局から説

明をお願いいたします。  
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（事務局）  

平成３０年度に実施する国保改革では、都道府県も保険者に加わり

財政運営の責任主体となるとともに、都道府県に国民健康保険運営協

議会を設置することとし、千葉県では平成２９年１月１０日に千葉県

国民健康保険運営協議会が発足しました。現在千葉県国保運営協議会

では、千葉県国民健康保険運営方針を策定しており、改革後の国保運

営の考え方、取り組み方、また、国保事業費納付金や標準保険料率の

計算方法等を載せた、骨子素案が示されています。本運営方針は、現

在７月２４日から８月２３日まで行っている、パブリックコメントを

経て年度内に完成する予定となっています。  

それでは、千葉県国民健康保険運営方針（骨子素案）について主要

なところを抜粋して説明します。  

資料３の「千葉県国民健康保険運営方針（骨子素案）」１ページをご

覧ください。  

第１、方針策定に当たってですが、１の策定の目的は、本方針は、

県と市町村が共通認識を持って保険者としての事務を実施するととも

に、国民健康保険の安定的な財政運営及び市町村の事業運営の広域化

や効率化を図るために、県が策定する統一的な国民健康保険の運営に

関する方針であるとしています。  

２の位置付けは、本方針は、国民健康保険法第８２条の２第１項に

規定された都道府県国民健康保険運営方針であり、かつ高齢者の医療

の確保に関する法律第９条第１項に規定されている、都道府県医療費

適正化計画との整合性を確保することとされています。また、市町村

は本方針に従い事務執行に努めることを国保法第８２条の２第８項で

規定しています。  

３の本方針の対象期間は、平成３０年４月１日から平成３６年３月

３１日までの６年間となり、４の中間年である平成３２年度に見直し

を行うこととしています。  

２ページをご覧ください。第２、国民健康保険の現状、運営に当た

っての基本的な考え方、１の国民健康保険の現状は、次のページ、（２）

保険者規模をご覧ください。保険者規模として、千葉県では、被保険

者数が３，０００人未満の小規模保険者は８団体で、平成２０年度と

比較すると４団体増えており、被保険者数の減少に伴い、財政運営が

不安定になるリスクが高い小規模団体が増加の傾向にあります。  
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（３）単年度実質収支、決算補填目的の法定外繰入、繰上充用の状

況については、多くの市町村で多額の決算補填等を目的とした法定外

繰入を行うことで単年度収支の均衡を図っており、単年度実質収支は

恒常的に赤字となっています。また、平成２７年度において、実質収

支赤字が４０団体あり、その内３団体が繰上充用を行っており、計画

的に財政収支の改善を図ることが必要となっています。以下、千葉県

における現状を説明しています。  

９ページをご覧ください。２の運営に当たっての基本的な考え方、

（１）基本的な考え方については、本県の国民健康保険の運営は、今

後も厳しい状況が続くことが見込まれるため、国民健康保険の各主体

が、持続可能な国民健康保険制度を目指すことを基本理念として共有

するものとしています。  

（２）国保運営上の各主体の役割の、ア被保険者（県民）の役割で

は、保険料を適切に納付すること。健康の保持増進に努めるとともに

特定健診等を積極的に受診し、健康情報を把握し、早期治療・予防に

努めること。かかりつけ医・歯科医・薬局を持つなど、医療機関等の

機能に応じた受診や残薬管理等に努め、可能な限り、平日の診療時間

内に受診することや同じ病気でいくつもの医療機関等への受診を差し

控える等、適切な受診に努めること、以上３点の内容が記載されてい

ます。イ、保健医療機関等の役割としては、医療等を受ける者の心身

の状況に応じた良質かつ適切な医療等を提供する。関係法令・通知等

の定めるところにより、診療報酬等を適正に請求する。１０ページに

移り、地域における病床機能の分化や連携の推進に協力するとともに

市町村等が行う保健事業や地域包括ケアシステムの構築のための施策

等へ積極的な協力や支援を行うこととしています。ウ、国保連の役割

は、診療報酬等の審査支払業務を適切かつ確実に実施すること。市町

村等が行う事務の共同処理、医療関係データの積極的な提供等により、

市町村等が担う事務の質的向上や効率化を図ると記載しています。エ、

市町村の役割は、資格管理、保険給付、賦課・徴収、保健事業等の地

域に密着した事業を引き続き行い、被保険者の個々の実情に応じたき

め細かい対応を行うこと。被保険者の健康保持や疾病予防を支援する

こと、また、地域の特性に応じた地域包括ケアシステム構築に積極的

に関与することとしています。オ、県の役割としては市町村とともに

国民健康保険の保険者となり、国民健康保険の財政運営の責任主体と

して、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の事業運営において
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中心的な役割を担う。市町村に対して技術的助言や研修、情報提供等

を行うことにより、市町村の取り組みを支援する。県保健医療計画や

健康福祉の取り組みと医療費の見通しに関する計画等に掲げる目標の

達成に向けて各種施策に取り組むと記載しています。  

１１ページをご覧ください。第３、今後の取り組（各論）、１の国民

健康保険の医療に要する費用および財政の見通しについては、１２ペ

ージの（２）財政運営に係る基本的な考え方と取組、イの市町村の国

民健康保険特別会計に係る基本的な考え方をご覧ください。  

従来、市町村は、個々の市町村ごとの保険給付費等から国庫負担金

等の公費等による収入を控除して算出した保険料収納必要額を集める

ために必要な保険料率を設定していました。  

一方、平成３０年度以降は、県全体の保険給付費等から公費等によ

る収入を控除して算出した保険料収納必要額を基に、県が市町村ごと

に割り当てる国保事業費納付金を納付するために必要な保険料率を設

定することが基本となります。県は、各市町村が保険料率を決定する

際の参考となる標準保険料率を示し、市町村は、標準保険料率を参考

としつつ、地域の実情を考慮した上で、国民健康保険特別会計におけ

る収支が均衡するように実際に賦課する保険料率を決定することとな

ります。現在の市町村の国民健康保険特別会計の収支状況をみてみる

と、決算補填等のための法定外の一般会計繰入により、多くの市町村

が実質的な赤字となっている。また、一部の市町村では国民健康保険

特別会計の単年度収支不足による繰上充用が行われていることから、

実質的な財政収支の改善を図ることが重要であるとしています。以下、

１３ページにかけては、解消または削減すべき赤字の対象範囲の考え

方や、改善に当たっては、地域の実情への勘案や、住民理解を得なが

ら計画的な解消または削減に努めるよう謳っています。  

（３）財政安定化基金の運用ですが、ア、財政安定化基金の運用につ

いては、国保財政の安定化のため、医療費の増加や保険料の収納不足

等により財源不足となった場合に、一般財源からの財政補填等を行う

必要がないよう、財政安定化基金を活用し、財政リスクに対応するこ

ととなります。以下、１４ページ  イからエにかけて、交付を行う場

合の基本的な考え方が示されており、オの、激変緩和への活用の考え

方では、上記アの本来の目的として活用される部分とは別に、平成３

５年度までの特例として、国保事業費納付金制度の導入等に伴う被保

険者の保険料負担の急激な増加を緩和するために、財政安定化基金を
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活用できることとされており、県は激変緩和措置を講じる際に、財政

安定化基金の特例分を最大限活用するとしています。  

１５ページをご覧ください。２保険料の標準的な算定方法の（１）

総論のイ保険料率の設定に係る基本的な考え方をご覧ください。本県

においては、市町村間の医療費水準や保険料収納率等に格差が存在す

ることから、医療費適正化や収納率向上へのインセンティブを確保す

るため、「国保事業費納付金」・「標準保険料率」の算定に当たり、市町

村ごとの医療費水準や収納率等の実績を反映させることとしています。 

１８ページをご覧ください。３保険料の徴収の適正な実施について

は、適正な保険料の賦課・徴収は、国保財政運営の安定化及び被保険

者間の公平性の観点から重要な取り組みとなります。このため、市町

村においては、地域の実情を考慮しつつ、本方針に掲げる目標収納率

の達成及び更なる収納率の向上に向け、納付方法の多様化、納付勧奨

の実施、個々の状況に応じたきめ細やかな納付相談の実施、所得未申

告者への申告勧奨の取り組み等を行うこととしています。  

県においては、県民の保険料納付意識の向上を図るとともに、市町

村が行う収納対策を支援するための取組として、収納率向上に向けた

指導・助言及び、研修や講習会等の実施、国保月間を活用した効果的

な広報、収納率の向上及びその実現に向けた取組に応じた県繰入金の

交付を行うこととしています。  

２０ページをご覧ください。４保険給付の適正な実施のイ市町村の

取組では、レセプト点検の充実・強化を行う。交通事故等の第三者の

不法行為の結果生じた給付に対する求償権を適切に行使するための取

組の強化。平成３０年度以降、被保険者に県内市町村間の住所の異動

があった場合でも、世帯の継続性が保たれている場合には高額療養費

の多数回該当に係る該当回数を通算することとなるため、国保情報集

約システムを活用しながら該当回数の把握等を適正に行うとしていま

す。  

２１ページをご覧ください。５医療費の適正化の取り組についての

総論では、国民健康保険の医療費は、今後も、医療の高度化や被保険

者の高齢化の進展等により増加していくことが見込まれており、将来

にわたって安定的な財政運営を続けていくためには、歳出の中心であ

る医療費の適正化に取り組むことが重要としており、市町村の取り組

みとしては、特定健康診査及び特定保健指導の受診率向上、後発医薬

品の使用促進データヘルス計画を策定したうえでの保健事業の実施及
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び評価、糖尿病の重症化予防、重複・頻回受診者の健康管理、訪問指

導、残薬確認、特定健康診査及び特定保健指導の機会を活用した助言・

指導等が示されています。  

２２ページをご覧ください。県の取り組みとしては、特定健診等の

受診促進や後発医薬品の普及促進、医療機関や関係団体等に対する医

療費適正化の取り組みに係る協力依頼や広報、特定健診等の受診率向

上の取り組みや保険事業の支援、市町村における糖尿病重症化予防の

取り組みに係る医師会等との連携体制の構築、国保データベース等を

活用した、医療費適正化の取り組みの推進等が示されています。  

２３ページをご覧ください。６その他として、県は、市町村が担う

事務の効率的な運営の推進、保健医療サービス・健康サービス等に関

する施策と連携、被用者保険等との連携、２４ページに移りまして、

施策の効率的な実施のための取り組みを記載しています。  

主要と考える部分を抜粋しての説明となりましたが、以上で、千葉

県国民健康保険運営方針（骨子素案）についての説明は終わります。  

なお、本運営方針骨子素案の策定に当たっては、県と県内市町村と

で連携会議においての協議や個別に市町村の意見を聴取しながら策定

しております。  

 続きまして、２５ページの今後のスケジュールについて説明します。 

 千葉県国保運営協議会の開催についてですが、５月、８月に開催さ

れ、今後は、１１月、２月に開催が予定されています。  

市町村との協議になりますが、県と市町村との連絡会議ですが、必

要に応じ随時開催となっていますが、概ね３カ月に一回のペースで開

催されており、ここで県と市町村との情報交換など行われています。  

分野別対応事項として、国保運営方針になりますが、骨子素案につ

いて県と市町村で協議しながら作成を進めています。また、現在、パ

ブリックコメントにより県民からの意見を募っています。その意見を

勘案した上で運営方針を決定していくことになります。  

納付金・標準保険料率になりますが、今まで、第１回、第２回と試

算が行われていますが、第３回目の試算が８月中に結果が出る予定と

なっています。１０月以降に平成３０年度の納付金、標準保険料率を

算出するための試算結果、係数の確定を踏まえた上で、来年の１月か

２月に平成３０年度の納付金、標準保険料率が確定します。  

県国保特別会計について、県も保険者になりますので、特別会計を

設置するために２月議会への上程を予定しています。  
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条例等の制定等について、納付金や標準保険料率などについて条例

に定めますが、１２月議会への上程、平成３０年４月１日施行を予定

しています。県の条例の制定に伴い市町村においては条例の改正が必

要になります。  

 以上で今後のスケジュールについての説明を終わります。  

 

（議長）  

事務局からの説明に対しまして、質問等ありましたらお願いいたし

ます。  

委員どうぞ。  

 

（委員）  

 Ｐ１８、イの市町村の取り組みにおける納付方法の多様化にペイジ

ー導入と明記されていますが、ペイジーとは、どのようなものでしょ

うか。  

 

（事務局）  

 流山市は、まだ導入をしていないのですが、ペイジー用ＡＴＭなど

で納付できるサービスと専用端末を使用しキャッシュカードで口座振

替ができるサービスです。  

 

（議長）  

 委員どうぞ。  

 

（委員）  

 Ｐ３には、財政運営が不安定になるリスクの高い小規模団体の増加

傾向、３団体が繰上充用を行っていると明記されていますが、千葉県

内の市町村は、財政状況がかなり厳しいのではないかと思います。こ

のような状況の下、流山市の負担割合はどうなるのでしょうか。  

 また、千葉県の国民健康保健運営協議会に対して、流山市の要望な

どを申し出る予定はあるのでしょうか。  

 

（事務局）  

 まず、１点目の負担についてですが、納付金の算定にあたっては、

保険者ごとの被保険者数、前期高齢者の割合、医療費水準、所得水準
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などを勘案して行います。流山市を含む都市部については、所得水準

が高いことから、負担割合は高くなると思います。ただし、国おいて

は、急激な負担増にならないよう公費の拡充、更には激変緩和措置と

して別途公費の投入を考えています。現在、納付金などについて、第

３回目の試算を行っており、８月中には示される予定です。この結果

を踏まえて流山市としてどのように対応するかを協議していきます。  

 県運営協議会への要望などについてですが、県運営協議会に求めら

れているのは、運営方針に関わることになりますので、市としては、

負担の公平性の観点から、出来るだけ早い時期に県内保険料の平準化

の実施について要望しています。  

 また、国には、保険料の負担軽減のための施策の実施、更なる公費

拡充を引き続き要望していきます。  

 

(委員 )  

一般会計からの繰入をしている状況でありますので、財政運営の健

全化には努力して頂きたいと思います。  

  

（議長）  

ご質問がなければ、国民健康保険の広域化につきましては、終了さ

せていただきます。  

その他、何かありますでしょうか。  

それでは以上をもちまして、平成２９年度第２回国民健康保険運営

協議会を閉会とさせていただきますが、本日が任期中最後の協議会と

いう事になります。  

任期中におきましては、保険料の料金改定に関する事案などについ

て、委員の皆様には大変ご苦労をお掛けいたしました。  

私も議長という大役を、皆様のおかげで何とか乗り切  

ることができました。２年間本当にお疲れ様でした。ありがとうござ

いました。  

 

 

 

 

 

 



                  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この会議録は真正であることを認め署名する。  

 

  流山市国民健康保険運営協議会会長  

  

                   

 

                       


